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　美しい自然や豊富な歴史的文化的遺産に恵まれた島根県を、より豊かで住みよい魅力ある郷土にすることは、
県民の皆様の共通した願いです。
　しかし、県の政治について、県民すべてが集まって話し合うことはできません。
　そこで、県民の願いを実現してくれる代表として選ばれたのが「県議会議員」です。
　そして、県議会議員が集まり、議案などの審議を通して、県民の皆様の声を県政に反映させ、県政の基本的
な方針を決定する場が「県議会」です。
　知事などの執行機関は、議会で決められた方向にそって、県の仕事を進めていきます。
　議会と執行機関は、それぞれの役割を果たしながら、県民の皆様の幸せを実現するために努力しています。
　本格的な地方分権の時代を迎え、地方公共団体の自己決定と自己責任が強く求められる中で、意思決定機関
である議会が担う役割は、ますます大きくなっています。監視機能の強化を図り、活発な調査活動を行うとと
もに、議会自らの具体的な政策立案も積極的に行い、議会の機能を一層発揮できるように取り組んでいきます。
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議会運営委員会、特別委員会、協議等の場……… 7
請願・陳情………………………………………… 8
県議会の傍聴…………………………………9・10
広報の概要……………………………………… 10

県議会とは

　県議会には、法律によって多くの権限が与えられ、県政の重要な事項を審議、決定する大切な役割を果たし
ています。県議会の主な仕事は次のとおりです。

県議会の仕事

条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、金額の多い契約の締結など、
県政の重要な事柄はすべて県議会の議決が必要です。

議長、副議長のほか、選挙管理委員などを選挙します。

副知事、教育長、監査委員、教育委員、公安委員、人事委員など、県の重要な地
位につく人を知事が選任または任命するときには議会の同意が必要です。

県の仕事が議会で決めたとおりに行われているかどうか、必要に応じて関係者か
ら説明や意見を聴いたりするなど、事務の内容を調査・検査します。

県民の利益になる事柄について、国会や関係行政庁に意見書を提出したり、国政・
県政上の課題などについて、議会の意思を明らかにするため決議を行ったりします。

議会に提出された請願・陳情について審査し、その内容が県政や県民にとって適
当と認められるときは採択し、県政に反映されるよう努めます。

目次

議　　　　　 決

選 挙

同 意

調 査・ 検 査

意見書の提出・決議

請願・陳情の審査
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総 務 委 員 会 地方創生・行財政改革調査特別委員会
（平成29年５月臨時会設置）

中山間地域・離島振興特別委員会
（平成29年５月臨時会設置）

決 算 特 別 委 員 会
（例年9月定例会から11月定例会の間設置）

文教厚生委員会

農水商工委員会

建設環境委員会

常任委員会

本　会　議

県　議　会

議
会
運
営
委
員
会

協
議
等
の
場

特別委員会

議　長

副議長

・全員協議会
・各派代表者会議
・委員長会議
・広報委員会

組 織 図

議会の活動は、原則として開会中に集中していますが、委員会については、必要に応じて閉会中であっても審査・調査を行っています。

定例会と臨時会

本会議 協議等の場

委員会

　県議会には定例会と臨時会があります。定例会は年
４回（２月、６月、９月、11月）知事の招集により開催
され、県政の方針、予算など県民生活にとって重要な
事項について審議を行います。臨時会は特に緊急な事
案が生じたとき、議長または議員定数の４分の１以上
の議員からの請求があったときに招集されます。

　議会の権限に関する最終的な意思決定を行う、全
議員で構成する会議が本会議です。

　県の仕事は、産業振興、教育、福祉など県民の皆
様の多様な行政需要にこたえるため、多岐にわたり
複雑化しています。そこで専門的に詳しく、効率的
に審査するため、次のような委員会を設けています。

議会運営委員会
　議会が円滑に運営されるよう、議会の運営についての重
要な事項の協議・調整や議会運営に関する議案などを審査
します。

全 員 協 議 会
　県政上の重要な事項、情報等について執行機関から説明
の聴取等を行います。

各派代表者会議
　議会運営に関する事項について協議又は調整を行います。

委 員 長 会 議
　委員会運営に関する事項について協議又は調整を行います。

広 報 委 員 会
　議会の広報活動に関する事項等について調査又は審議を
行います。

常 任 委 員 会
　本会議で付託された議案、請願などを専門的に詳しく審
査するほか、所管する県の諸問題について調査を行います。
県の仕事を部局ごとにわけて４つの委員会がおかれ、議員
は、議長を除いて、いずれかの委員会に所属しています。

特 別 委 員 会
　特定の事項について審査・調査するため、本会議の議決
によって設置されます。

県議会のしくみ
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議長が宣告します。

議案には知事から提出されるものと、議員、
委員会から提出されるものがあります。

議案について、提出者が内容の説明をします。

議員が県政全般について質問したり意見を
述べ、議案の疑問点などをただし、議案の
提出者側（知事・部長等、議員）が答えます。

提出された議案などをさらに詳細に調べる
ため、委員会に審査を託します。

開 会

議案提出

提案説明

質問・質疑

委員会付託

本会議で付託された議案や請願などについ
て、関係する部局から説明を聴き、質疑を
行うなど、いろいろな角度からよく調べ、委
員会として賛成か反対かの意思を決めます。

付託議案審査

すべての委員会が終わると、再び本会議を開
き、委員会で決まった審査結果を報告します。

委員長報告の後、議案について賛成か反対
かの意見を述べます。

議案について賛成か反対かを出席議員の過
半数で決めます。

すべての議案の採決が終われば、議長が閉
会を宣告します。採決の結果は議長から知
事へ通知され、知事はこれをもとに、仕事
を進めていきます。

委員長報告

討 論

採 決

閉 会

本

会

議

本

会

議

委
員
会

議案を審議する日程などを
決めます。

議会運営委員会

議案の採決の方法や順序な
どを決めます。

議会運営委員会

質問・質疑
　質問とは、県政一般に関し
て執行機関が今までどう行っ
てきたか、また、現在はどうか、
そして将来はどうするのかなど
をただす発言をいいます。

　質疑とは、議員、委員会ま
たは知事から提出された議案
に対して、疑問や不明確な点
をただす発言をいいます。

採　　　決
　議案などの審議が十分に尽
くされると、議長は、出席議
員に対して賛成か反対かを問
い、可否を決します。

討　　　論
　議員は、議案などの採決の
前に、賛成か反対かの意見を
表明することができます。これ
を討論といいます。

予算や条例が決まるまで
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　島根県では県条例で議員定数は37人、選挙区数は12と定められています。

会派別議員数
　県議会では、考えを同じくする議員が集
まり、会派を結成し、活動しています。現
在の会派は次のとおりです。
　●自由民主党島根県議会議員連盟　22名
　●民主県民クラブ　　　　　　　　７名
　●公明党島根県議団　　　　　　　２名
　●日本共産党島根県議団　　　　　２名
　●会派に属しない議員　　　　　　３名

隠岐 1人

鹿足 1人

益田 3人

浜田 3人

江津 1人

邑智 1人

大田 2人

出雲 ９人

仁多 1人

安来 2人
雲南・飯石 ２人

松江 11人

竹島

議員の選挙区と議員定数

選挙区ごとの定数

LIBRARY
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●議長

大
お お や

屋　俊
としひろ

弘
浜田
自民党議員連盟

　議長、副議長は、議員の
中から選挙で選ばれます。
　議長は、議会の運営、議会
の秩序保持などにあたり、対
外的には議会を代表します。
　副議長は、議長に事故が
あるときや、議長が欠けたと
きに、議長の職務を行います。

●副議長

園
そのやま

山　　繁
しげる

出雲
自民党議員連盟

委員

白
はくいし

石　恵
け い こ

子
松江
民主県民クラブ

委員

田
た な か

中八
や す お

洲男
益田
自民党議員連盟

委員

尾
お む ら

村　利
としなり

成
松江
日本共産党島根県議団

　政策企画局、総務部、
広報部、防災部、地域振
興部及び公安委員会の
所管に関する事項並び
に他の常任委員会の所
管に属さない事項につ
いて審査、調査します。

文教厚生委員会

　健康福祉部、病院局
及び教育委員会の所管
に関する事項について
審査、調査します。

総 務 委 員 会

●委員長

池
い け だ

田　　一
はじめ

出雲
自民党議員連盟

委員

五
い お が わ

百川純
すみひさ

寿
松江
自民党議員連盟

●副委員長

高
たかはし

橋　雅
まさひこ

彦
雲南・飯石
自民党議員連盟

委員

森
もりやま

山　健
けんいち

一
出雲
自民党議員連盟

●副委員長

田
た な か

中　明
あ け み

美
安来
自民党議員連盟

委員

原
はら

　　成
しげみつ

充
出雲
自民党議員連盟

委員

須
す や ま

山　　隆
たかし

浜田
民主県民クラブ

委員

⻆
すみ

　　智
と も こ

子
松江
民主県民クラブ

●委員長

中
なかしま

島　謙
け ん じ

二
益田
自民党議員連盟

委員

岡
おかもと

本　昭
しょうじ

二
浜田
自民党議員連盟

委員

大
おおぐに

国　陽
ようすけ

介
出雲
日本共産党島根県議団

委員

福
ふ く だ

田　正
まさあき

明
松江
自民党議員連盟

委員

遠
えんどう

藤　力
りきかず

一
出雲
公明党島根県議団

委員

吉
よ し の

野　和
かずひこ

彦
松江
公明党島根県議団

議長と副議長

常任委員会
総 務 委 員 会総 務 委 員 会総 務 委 員 会

文教厚生委員会文教厚生委員会文教厚生委員会
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委員

絲
いとはら

原　德
とくやす

康
仁多
自民党議員連盟

建設環境委員会

　環境生活部、土木部、
企業局及び収用委員会
の所管に関する事項に
ついて審査、調査しま
す。

　農林水産部、商工労
働部、労働委員会、海
区漁業調整委員会及び
内水面漁場管理委員会
の所管に関する事項に
ついて審査、調査しま
す。

委員

中
なかむら

村　芳
よしのぶ

信
鹿足
自民党議員連盟

●副委員長

藤
ふじはら

原　常
つねよし

義
安来
民主県民クラブ

委員

生
お ご し

越　俊
しゅんいち

一
大田
自民党議員連盟

●委員長

加
か と う

藤　　勇
いさむ

松江
自民党議員連盟

委員

平
ひらたに

谷　　昭
あきら

益田
民主県民クラブ

委員

岩
い わ た

田　浩
ひろたか

岳
松江
民主県民クラブ

委員

小
お ざ わ

沢　秀
ひでかず

多
松江
自民党議員連盟

委員

吉
よ し だ

田　雅
まさのり

紀
隠岐
会派に属しない

委員

洲
す は ま

浜　繁
しげたつ

達
邑智
自民党議員連盟

●副委員長

山
やまもと

本　　誉
ほまる

江津
民主県民クラブ

委員

佐
さ さ き

々木雄
ゆうぞう

三
出雲
自民党議員連盟

委員

園
そのやま

山　　繁
しげる

出雲
自民党議員連盟

委員

浅
あ さ の

野　俊
と し お

雄
松江
自民党議員連盟

農水商工委員会

建設環境委員会建設環境委員会建設環境委員会

委員

高
た か み

見　康
やすひろ

裕
出雲
会派に属しない

●委員長

山
や ま ね

根　成
せ い じ

二
雲南・飯石
自民党議員連盟

委員

成
なりあい

相　安
やすのぶ

信
出雲
会派に属しない

委員

細
ほ そ だ

田　重
し げ お

雄
松江
自民党議員連盟
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　議会運営について、協議、調整
を行います。

委 員 長 	 中村　芳信　　 副委員長 　　中島　謙二
委　　員 	 田中　明美　　高橋　雅彦　　藤原　常義　　岩田　浩岳
　　　　　　加藤　　勇　　山根　成二　　池田　　一

　地方創生・地方分権及び行財政改革の推進に関す
る審査及び調査を行います。

　中山間地域及び離島の振興に関する審査及び調査
を行います。

委 員 長 	 小沢　秀多
副委員長 	 田中八洲男　　須山　　隆
委　　員 	 高見　康裕　　田中　明美　　山本　　誉
　　　　　　遠藤　力一　　加藤　　勇　　平谷　　昭
　　　　　　池田　　一　　中島　謙二　　白石　恵子
　　　　　　尾村　利成　　園山　　繁　　中村　芳信
　　　　　　五百川純寿　　福田　正明　　佐々木雄三

委 員 長 	 原　　成充
副委員長 	 生越　俊一　　⻆　　智子
委　　員 	 大国　陽介　　吉野　和彦　　吉田　雅紀
　　　　　　高橋　雅彦　　藤原　常義　　岩田　浩岳
　　　　　　山根　成二　　絲原　德康　　岡本　昭二
　　　　　　洲浜　繁達　　森山　健一　　成相　安信
　　　　　　細田　重雄　　浅野　俊雄　

地方創生・行財政改革調査特別委員会

中山間地域・離島振興特別委員会

全員協議会
　県政上の重要な事項、情報等について執行機関
から説明の聴取等を行います。

各派代表者会議
　議長及び副議長並びに所属議員数３人以上の会
派の代表者により議会運営に関する事項について
協議又は調整を行います。

委員長会議
　議長、副議長並びに議会運営委員会、常任委員会及び
特別委員会の委員長により委員会運営に関する事項につ
いて協議又は調整を行います。

広報委員会
　議会の広報、広報活動に関する事項等について調査又
は審議を行います。
委 員 長 	 岡本　昭二
委　　員 	 田中　明美　　山本　　誉　　高橋　雅彦
　　　　　　山根　成二　　中島　謙二　　白石　恵子

　
　一般会計、特別会計及び企業会計の決算について審査
を行います。

決 算 特 別 委 員 会

議会運営委員会

特別委員会

協議等の場
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　請願・陳情は、県民の皆様の声を県政に反映させるための大切な制度です。
　県の仕事などに対して意見や要望のある方は、だれでも県議会に請願や陳情を行うことができます。
　県議会では提出された請願や陳情を審査し、その内容が適当と認められるときは採択し、県政に反映される
よう努めています。請願を提出するときは、県議会議員の紹介（１名以上）が必要です。なお、県外在住の方
から提出された陳情については、原則として審査は行われず、所管委員会の委員に参考送付されます。

請願書様式 陳情書様式
（表紙）

請願書
年　月　日

島根県議会議長
　○○○○　様

請願者
　住所	※１
　氏名	※２（署名または記名・押印）
紹介議員
　氏名　　　（署名または記名・押印）

※１　法人の場合はその所在地
※２　法人の場合はその名称及び代表者名

（内容）
（件名）

○○○について

１　請願の趣旨

２　請願の理由

（表紙）
陳情書

年　月　日
島根県議会議長
　○○○○　様

陳情者
　住所	※１
　氏名	※２（署名または記名・押印）

※１　法人の場合はその所在地
※２　法人の場合はその名称及び代表者名

（内容）
（件名）

○○○について

１　陳情の趣旨

２　陳情の理由

下記の様式に準じて作成してください。

請願書（陳情書）と明記し、できるだけ１項目ごとに作成してください。
請願書（陳情書）には次の事項を記載してください。
・請願（陳情）の趣旨
・提出年月日
・請願者（陳情者）の住所
・請願者（陳情者）の署名または記名・押印
　※請願者（陳情者）が法人の場合はその所在地、法人の名称及び代表者名を記載してください。

請願は１名以上の議員の紹介が必要です。紹介議員には、請願書に署名または記名・
押印をしてもらってください。
陳情には、議員の紹介は必要ありません。

議長宛に１通提出してください。
・メール、FAXでは受付けていません。
・受付時間：8：30～17：15（土日、祝日及び年末年始を除く）

請願書、陳情書はいつでも受け付けていますが、会期ごとに定める時期を過ぎて提出
されたものは、次の定例会で審査されます。

請願・陳情に関するお問い合わせ：議会事務局議事調査課　TEL 0852-22-5359

※件名、請願（陳情）者名、審査結果をホームページにて公表します。

様 　 式

記載上の注意

紹 介 議 員

提 　 出

提 出 時 期

請願・陳情

請願・陳情の取扱い順序
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傍聴に関するお問い合わせ：議会事務局総務課　TEL 0852-22-5355
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病院局長
病院事業
管理者

土木部長
商工労働
部長

財政課長

（執行部
）

農林水産
部長

健康福祉
部長

環境生活
部長

地域振興
部長

防災部長

（執行部
）

広報部長
総務部長
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局長
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（執行部
）

議事調査課長

議会事務局次長 企業局長 会計管理者 人事委員会事務局長 監査委員事務局長
（執行部）教育長 公安委員会委員長 警察本部長 人事委員会委員長 代表監査委員
（執行部）

議長 議会事
務局長

演　壇

報 道 関 係 者 席

一　般　傍　聴　席（117席）

田中明
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高橋

⻆

岡本

議
場
の
配
席
図

　定例会は年４回（２月、６月、９月、11月）開かれます。その他、臨時会が開かれることもあります。
本会議は議場で開かれますが、一問一答質問が行われるときは第一会議室で開かれます。
　議場の傍聴席は一般席117席（うち５席は車椅子専用）と報道関係者席があります。第一会議室の傍聴席は
一般席15席と報道関係者席があります。
　傍聴をご希望の方は、議事堂１階の受付でお申し込みください。受付は会議開会の１時間前より行います。

第
一
会
議
室
の
配
席
図

本会議

県議会の傍聴
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The Guide to Shimane Prefectural Assembly

議会中継の放映
　本会議や第一会議室で開催される全員協議会、特別委員会
の様子は、県庁県民室および県の各合同庁舎ロビーに設置さ
れたテレビで、生中継でご覧いただけます。

会議録の公開
　本会議、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会、全員
協議会の記録は、インターネットのほか県政情報センター（県
庁第三分庁舎内）及び県内７か所にある県政情報コーナー（各
合同庁舎内）で公開しています。

　各定例会の議案の提案理由説明、質問と答弁や委員会の審
議状況などについて録画編集し、山陰中央テレビ、山陰放送
または日本海テレビで放映します。

　２月、６月、９月、11月の各定例会の概要、質問と答弁
の概要などについて、山陰中央新報に掲載します。

ホームページ、会議録の公開に関するお問い合わせ
議会事務局議事調査課 TEL 0852-22-5358
テレビ放映、新聞広報に関するお問い合わせ
議会事務局政務調査課 TEL 0852-22-5361

　議会運営委員会（傍聴席５席）、常任委員会（同各５席）、特別委員会（同各５席または10席）、全員協議会（同
10席）、各派代表者会議（同５席）、委員長会議（同５席）、広報委員会（同５席）が傍聴できます。
　傍聴をご希望の方は、議事堂１階の受付でお申し込みください。受付は委員会開会の１時間前より行います。
　委員会は定例会会期中に開催されるほか、閉会中にも必要に応じ開催されますので、開催日をご確認ください。

県 議 会 ホ ー ム ペ ー ジ
【議会情報の提供、議会中継、会議録の閲覧・検索】

県庁・島根県各合同庁舎での情報提供

テ レ ビ 放 映 【定例会ハイライト】

新　聞　広　報【しまね県議会だより】

議 長 室 専 用 フ ァ ッ ク ス
　県議会に対する県民の皆様の要望、意見などをお聞きする
ため、専用ファックスを設けています。ご活用ください。
ファックス番号 0852-22-5811

議事堂案内図

委員会等

広報の概要

　県議会ではインターネットのホーム
ページから、議会中継や会議記録を
ご覧いただくことができます。また、
議会のしくみ、会議の開催予定、審
議状況、傍聴や請願・陳情の方法な
ど議会に関する各種情報を掲載していますので、ご活用ください。
本会議の中継
http://www.shimane-pref.stream.jfit.co.jp/
　インターネットで本会議の様子を生中継します。会議開会
時間にご覧になれない方は、中継録画により、ご覧いただく
ことができます。パソコンのほか、スマートフォンなどのモ
バイル端末からもご覧いただけます。
ホームページアドレス
http://www.pref.shimane.lg.jp/gikai/
会議録の閲覧・検索
http://asp.db-search.com/shimane/dsweb.cgi/
　平成７年５月以降の本会議、平成13年４月以降の全員協
議会および各種委員会の会議録を公開しています。キーワー
ドや発言者、文書の種類、期間などを指定した絞り込み検索
も可能です。



島根県議会事務局
〒690-8501　松江市殿町1番地
TEL（0852）22-5356

平成30年７月６日現在

○本冊子は、島根県グリーン調達推進方針おける「印刷」に係る判断の基準にしたがい、
印刷用の紙へのリサイクルに適した材料のみを用いて作製しています。

約67km

約158km

竹島は、島根県隠岐郡隠岐の島町に属し、隠岐島の北西約158㎞、北緯37度14分、
東経131度52分に位置し、東西の２主島と数十の岩礁から成り、その総面積は0.21
平方キロメートルで東京ドームの約５倍の広さがあります。島は飲料水にも乏しく
人の常住には適しませんが、島の周辺一帯は南からの対馬暖流と北からのリマン
寒流の接点になっており、魚介藻類の種類、数量ともに極めて豊富です。




